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平成３０年７月豪雨を踏まえて、今後の河川・ダム等の施設管理・平成３０年７月豪雨を踏まえて、今後の河川・ダム等の施設管理・平成３０年７月豪雨を踏まえて、今後の河川・ダム等の施設管理・平成３０年７月豪雨を踏まえて、今後の河川・ダム等の施設管理・

運用や適切な住民の避難に向けての関係者間の情報連携のあり方に運用や適切な住民の避難に向けての関係者間の情報連携のあり方に運用や適切な住民の避難に向けての関係者間の情報連携のあり方に運用や適切な住民の避難に向けての関係者間の情報連携のあり方に

ついて検討するにあたり、平成３０年１２月１４日に「高梁川本川ついて検討するにあたり、平成３０年１２月１４日に「高梁川本川ついて検討するにあたり、平成３０年１２月１４日に「高梁川本川ついて検討するにあたり、平成３０年１２月１４日に「高梁川本川

沿川４市長との意見交換会」を開催し、いただいたご意見を踏まえ沿川４市長との意見交換会」を開催し、いただいたご意見を踏まえ沿川４市長との意見交換会」を開催し、いただいたご意見を踏まえ沿川４市長との意見交換会」を開催し、いただいたご意見を踏まえ

検討を行ってまいりました。この度、頂いたご意見の検討結果につ検討を行ってまいりました。この度、頂いたご意見の検討結果につ検討を行ってまいりました。この度、頂いたご意見の検討結果につ検討を行ってまいりました。この度、頂いたご意見の検討結果につ

いて意見交換会を開催しますので、お知らせします。いて意見交換会を開催しますので、お知らせします。いて意見交換会を開催しますので、お知らせします。いて意見交換会を開催しますので、お知らせします。

平成３０年７月豪雨を踏まえた高梁川本川沿川４市長との平成３０年７月豪雨を踏まえた高梁川本川沿川４市長との平成３０年７月豪雨を踏まえた高梁川本川沿川４市長との平成３０年７月豪雨を踏まえた高梁川本川沿川４市長との

意見交換会を開催します。意見交換会を開催します。意見交換会を開催します。意見交換会を開催します。

令和元年５月１５日令和元年５月１５日令和元年５月１５日令和元年５月１５日

平成平成平成平成30303030年年年年7777月豪雨を踏まえた高梁川本川沿川４市長との意見交換会月豪雨を踏まえた高梁川本川沿川４市長との意見交換会月豪雨を踏まえた高梁川本川沿川４市長との意見交換会月豪雨を踏まえた高梁川本川沿川４市長との意見交換会

開催日時：令和元年５月２０日（月） １０：００～１１：００

開催場所：岡山市北区鹿田町２－４－３６

国土交通省 中国地方整備局 岡山河川事務所 ２階会議室

※報道機関のカメラ撮り等につきましては、参加者席への立ち入りはできませんが、

その他の制限はありません。

※取材を希望される場合は別紙取材申込書に必要事項を記載の上、お申込ください。

※駐車スペースはございますが、スペースには限りがありますので、先着順と

なります。



平成３０年７月豪雨を踏まえた 

高梁川本川沿川４市長との意見交換会 

議 事 次 第 

日時 ： 令和元年５月２０日（月）１０～１１時 

場所 ： 岡山河川事務所 ２階会議室 

１． 挨拶 

２． 議事 

（１） 高梁川上流ダム群の効果の検証について 

（２） ダムの事前放流等について 

（３） ハード・ソフトの取組状況について 

（４） 意見交換 



【別紙】
国土交通省 中国地方整備局

岡山河川事務所 防災情報課 鶴岡宛

申込先（ＦＡＸ番号）０８６－２３４－２２９７

取材申込書

取材申込書

必要事項をご記入の上、ＦＡＸでお申し込み下さい。

申込み締切は、５月１７日（金）１７：００迄にお願いします。

令和元年５月 日所

会社名及び部署名

取材者の役職・氏名・連絡先（全員の役職・氏名を記載願います。）

① （代表者）

②

③

④

・（代表者の連絡先・携帯番号等）

・上記の通り取材を申し込みます。
・取材にあたっては、主催者側の指示に従うとともに、会議の妨げにならないよう
に協力します。
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